
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
四
十
五
号

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
）

第
一
条
　
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
目
標
年
度
ま
で
の
期
間
に
つ
き
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
果
樹
農
業
振
興
基
本
方
針
等
の
対
象
果
樹
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
果
樹
は
、
か
ん
き
つ
類
の
果
樹
、
り
ん
ご
、
ぶ
ど
う
、
な
し
、
も
も
、
お
う
と
う
、
び
わ
、
か
き
、
く
り
、
う
め
、
す
も
も
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
及
び
パ
イ
ン
ア
ツ
プ
ル
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
果
樹
農
業
振
興
計
画
）

第
三
条
　
法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
果
樹
農
業
振
興
計
画
は
、
第
一
条
の
目
標
年
度
ま
で
の
期
間
に
つ
き
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
果
樹
園
経
営
計
画
）

第
四
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
果
樹
園
経
営
計
画
の
提
出
は
、
そ
の
作
成
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
果
実
）

第
五
条
　
法
第
四
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
果
実
は
、
う
ん
し
ゆ
う
み
か
ん
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
六
年
五
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
月
一
八
日
政
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
林
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
八
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
政
令
第
二
二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
一
五
日
政
令
第
一
七
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
二
日
政
令
第
一
五
九
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
関
係
法
令
の
改
廃
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
一
月
三
〇
日
政
令
第
四
〇
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
林
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
日
政
令
第
三
〇
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
二
八
日
政
令
第
二
〇
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
三
一
日
政
令
第
三
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
九
日
政
令
第
二
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
制
度
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
七
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
委
員
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
従
前
の
審
議
会
そ
の
他
の
機
関
の
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
当
該
委
員
の
任
期
を
定
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

一
　
略

二
　
果
樹
農
業
振
興
審
議
会

1


